
学校のきまり 
【１】登下校 

・8:30 までに、各クラスの教室内で着席していること。 

・登下校には、決まった通学路を通る。 

・生徒手帳を常に所持する。 

・下刻時刻を厳守する。 

 

【２】日課 

別表のとおり。 

 

【３】服装 

・制服または体育着（ジャージ）を着用する。 

・清掃時には体育着（ジャージ）を着用する。 

 

◎生徒の服装および着用について 

《服装》 

・セーター・ベストは白・黒・紺・茶・グレーの単色

でラインや模様のないもの。 

・コートは、スクールコート・ピーコート・ダッフル 

コート。色は、黒・紺・茶・グレーとし華美でない  

もの。ウインドブレーカーは部活で使用しているも  

のを原則とする。 

・靴下の色は白・黒・紺・グレーとする。 

・ベルトは黒・紺・茶で飾り気のないものとする。 

 

《くつ》 

・登下校の靴はランニングシューズとする。 

・上履き、体育館履きは本校指定のものとする。 

 

《カバン》 

・登下校にはスクールバック、肩掛けカバン、 

 リュックとする。 

 

《頭髪》 

・頭髪は清潔感のある髪型とする。 

・整髪料や香水などは使用しない。 

 

《その他》 

・自転車を使用する際はヘルメットを着用する。 

・汗拭きシートなどは無香料のものとする。 

 

 

【４】校内生活 

・登校後、校外に出る際には先生の許可を得る。 

・所持品には必ず記名する。 

・学校には特別な事由を除いて、貴重品その他、必要 

以外なものを持ちこまない。 

 

【５】部活動 

・諸活動の最終下校時刻は 

３月（卒業式以降）～９月・・・・18 時 00 分 

10 月～11 月（3 者面談まで）・・・17 時 30 分 

11 月（3 者面談まで）～1 月・・・17 時 00 分 

2 月～3 月（卒業式まで）・・・・・17 時３0 分 

・朝練習は原則行わない。ただし、11 月・12 月・1 月 

の期間については可能とする。 

・朝練習について 7：10 以前は登校しない。 

 7：30～8：10 の時間とする。 

 

【６】その他 

・放課後や休業日に校舎へ出入りする場合には、先生

の許可を得る。 

・体育館及び、図書館の使用については別に定める。 

 

【生徒の心がまえ】 

《１．学校内外の生活》 

・登下校における交通規則を守ろう。 

・忘れ物をしないように準備はしっかりしよう。 

・先生や生徒同士のあいさつをしっかりしよう。 

・上履きと下履きの使用区分をはっきりしよう。 

・落ち着いた生活をしよう。 

・校舎内外の美化に心がけよう。 

・学校でけがをしたり、急病になった時には保健委員

に連絡し、保健室で手当てを受けよう。 

・登下校時に事故にあったときには、すぐに学校に 

連絡しよう。 

 

《２．学習》 

・始業チャイムに遅れないように着席し、授業準備を

済ませよう。 

・授業に遅れたときには先生に理由を話してから席に

着こう。 


